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令和５年議案第１号 

 

江南市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

下記の者を江南市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

住  所   

氏  名  倉知 正憲 

生年月日   

 

 

提案理由 

この案を提出するのは、江南市固定資産評価審査委員会委員 倉知正憲氏が令和５

年３月９日任期満了するので、後任の者を選任する必要があるからであります。 
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倉 知 正 憲 履 歴 

 

住  所  

生年月日  

学  歴   

職  歴 
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（参 考） 

江南市固定資産評価審査委員会委員名簿 

（令和５年２月１日現在） 

住   所 氏  名 生 年 月 日 任   期 

 倉知 正憲  
自令和 2 年 3 月 10 日 

至令和 5 年 3 月 09 日 

 大谷 信明  
自令和 2 年 9 月 22 日 

至令和 5 年 9 月 21 日 

 古田 嘉且  
自令和 4 年 4 月 01 日 

至令和 7 年 3 月 31 日 

 

地方税法（抜粋） 

（固定資産評価審査委員会の設置、選任等） 

第４２３条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、

市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 

２ 固定資産評価審査委員会の委員の定数は３人以上とし、当該市町村の条例で定め

る。 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務があ

る者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議

会の同意を得て、市町村長が選任する。 

４及び５   （略） 

６ 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

７～９   （略） 

 

江南市市税条例（抜粋） 

第７１条 審査委員会の委員の定数を３人とする。 

２ 審査委員会の審査に関して必要な事項は、審査委員会の規程で定める。 
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令和５年議案第２号 

 

   江南市道路構造の技術的基準を定める条例の一部改正について 

 

 江南市道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）の一部改正に伴

い、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市道路構造の技術的基準を定める条例（平成２５年条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第３１条中「横断歩道橋等」の次に「、自動運行補助施設」を加える。 

 本則に次の１条を加える。 

 （歩行者利便増進道路） 

第４１条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者

利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の

滞留の用に供する部分を設けるものとする。 

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導

する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとす

る。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他

の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。 

３ 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成１８年法律第９１号）第１０条第１項に規定する新設特定道路を除く。）は、江南

市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成２５年

条例第７号）に定める基準に適合する構造とするものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例（案）の新旧

対照表 

新 旧 

 (交通安全施設)  (交通安全施設) 

第31条 交通事故の防止を図るため必要

がある場合においては、横断歩道橋等、

自動運行補助施設、さく、照明施設、視

線誘導標、緊急連絡施設その他これらに

類する施設で省令第3条に定めるものを

設けるものとする。 

第31条 交通事故の防止を図るため必要

がある場合においては、横断歩道橋等、

さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡

施設その他これらに類する施設で省令第

3条に定めるものを設けるものとする。 

 

 (歩行者利便増進道路)  

第41条 歩行者利便増進道路に設けられ

る歩道若しくは自転車歩行者道又は歩

行者利便増進道路である自転車歩行者

専用道路若しくは歩行者専用道路には、

歩行者の滞留の用に供する部分を設け

るものとする。 

2 前項に規定する部分には、歩行者利便

増進施設等の適正かつ計画的な設置を

誘導する必要があるときは、歩行者利便

増進施設等を設置する場所を確保する

ものとする。この場合において、必要が

あると認めるときは、当該場所に街灯、

ベンチその他の歩行者の利便の増進に

資する工作物、物件又は施設を設けるも

のとする。 

3 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成18年法律第91号）第10条第1項に

規定する新設特定道路を除く。）は、江南

市移動等円滑化のために必要な道路の
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新 旧 

構造に関する基準を定める条例（平成25

年条例第7号）に定める基準に適合する

構造とするものとする。 
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令和５年議案第３号 

 

   江南市手数料条例の一部改正について 

 

 江南市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８

年経済産業省・国土交通省令第１号）等の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要が

あるからであります。 
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   江南市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市手数料条例（昭和３９年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表５土木関係の表低炭素建築物新築等計画認定の項中 

「 

一戸建て住宅 １件 ３７，１００円 

共同住宅等 建築物全体又は複

合建築物の住宅部

分に係るもの 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 ３７，１００円 

１棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ７４，９００円 

１棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 １０５，４００円 

１棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 １４８，３００円 

」を 

「 

一戸建て住宅 建築物省エネ法基準省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定め

る基準に係るものであるもの 

１件 １９，１００円 

その他のもの １件 ３７，１００円 

共同住宅等 建築物

全体又 

全住戸が建

築物省エネ 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １９，１００円 

 は複合

建築物

の住宅 

法基準省令

第１０条第

２号イ（２） 

１棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ３５，９００円 

 部分に

係るも

の 

及びロ（２）

に定める基

準に係るも 

１棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 ５１，９００円 
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  のであるも

の 

１棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ７４，６００円 

  その他のも

の 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 ３７，１００円 

   １棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ７４，９００円 

   １棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 １０５，４００円 

   １棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 １４８，３００円 

」に 

改め、同表低炭素建築物新築等計画変更認定の項中 

「 

一戸建て住宅 １件 １９，２００円 

」を 

「 

一戸建て住宅 建築物省エネ法基準省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定め

る基準に係るものであるもの 

１件 １０，１００円 

 その他のもの １件 １９，２００円 

」に、 

「 

建築物全体、建築

物全体及び住戸又 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １９，２００円 

は複合建築物の住

宅部分に係るもの 

１棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ３８，５００円 

 １棟の総戸数が

６以上１０以下 

１件 ５４，５００円 
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 のもの   

 １棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ７７，１００円 

」を 

「 

建築物

全体、 

全住戸が建

築物省エネ 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １０，１００円 

建築物

全体及

び住戸 

法基準省令

第１０条第

２号イ（２） 

１棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 １９，０００円 

又は複

合建築

物の住 

及びロ（２）

に定める基

準に係るも 

１棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 ２７，７００円 

宅部分

に係る 

のであるも

の 

１棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ４０，２００円 

もの その他のも

の 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １９，２００円 

  １棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ３８，５００円 

  １棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 ５４，５００円 

  １棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ７７，１００円 

」に改め、同表建築

物エネルギー消費性能向上計画認定の項中 

「 

一戸建て住宅 １件 ３７，１００円 

共同住宅等 建築物全体又は複

合建築物の住宅部 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 ３７，１００円 
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 分に係るもの １棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ７４，９００円 

  １棟の総戸数が 

６以上１０以下

のもの 

１件 １０５，４００円 

  １棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 １４８，３００円 

」を 

「 

一戸建て住宅 建築物省エネ法基準省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定め

る基準に係るものであるもの 

１件 １９，１００円 

その他のもの １件 ３７，１００円 

共同住宅等 建築物

全体又 

全住戸が建

築物省エネ 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １９，１００円 

 は複合

建築物

の住宅 

法基準省令

第１０条第

２号イ（２） 

１棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ３５，９００円 

 部分に

係るも

の 

及びロ（２）

に定める基

準に係るも 

１棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 ５１，９００円 

  のであるも

の 

１棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ７４，６００円 

  その他のも

の 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 ３７，１００円 

   １棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ７４，９００円 

   １棟の総戸数が

６以上１０以下 

１件 １０５，４００円 
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   のもの   

   １棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 １４８，３００円 

」に 

改め、同表建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定の項中 

「 

一戸建て住宅 １件 １９，２００円 

」を 

「 

一戸建て住宅 建築物省エネ法基準省令第１０条

第２号イ（２）及びロ（２）に定め

る基準に係るものであるもの 

１件 １０，１００円 

 その他のもの １件 １９，２００円 

」に、 

「 

建築物全体、建築

物全体及び住戸又 

は複合建築物の住

宅部分に係るもの 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １９，２００円 

１棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ３８，５００円 

 １棟の総戸数が

６以上１０以下 

のもの 

１件 ５４，５００円 

 １棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ７７，１００円 

」を 

「 

建築物

全体、 

全住戸が建

築物省エネ 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １０，１００円 

建築物

全体及 

法基準省令

第１０条第 

１棟の総戸数が

２以上５以下の 

１件 １９，０００円 
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び住戸 ２号イ（２） もの   

又は複

合建築

物の住 

及びロ（２）

に定める基

準に係るも 

１棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 ２７，７００円 

宅部分

に係る 

のであるも

の 

１棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ４０，２００円 

もの その他のも

の 

１棟の戸数が１

のもの 

１件 １９，２００円 

  １棟の総戸数が

２以上５以下の

もの 

１件 ３８，５００円 

  １棟の総戸数が

６以上１０以下

のもの 

１件 ５４，５００円 

  １棟の総戸数が

１１以上のもの 

１件 ７７，１００円 

」に改め、同表建築

物エネルギー消費性能基準適合認定の項中「第１条第１項第２号イ(２)(ⅰ)」を「第

１条第１項第２号イ(２)」に、「第１条第１項第２号イ(２)(ⅱ)」を「第１条第１項第

２号イ(２)」に改め、同表一団地内に建築される１又は２以上の建築物の特例認定の

項中「一団地内に建築される」を「一団地内において建築等をする」に改め、同表既存

建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定の項中「既存建築物の

数を除く」を「建築等をするものに限る」に改め、同表一敷地内認定建築物以外の建築

物の建築認定の項中「建築認定」を「新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定」

に、「一敷地内認定建築物を除く」を「新築又は増築等をするものに限る」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第５土木関係の表一団地内に建

築される１又は２以上の建築物の特例認定の項、既存建築物を前提として総合的見地

から設計した建築物の特例認定の項及び一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定

の項の改正規定は、令和５年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市手数料条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 

(区分及び金額) 

第3条 手数料の区分及び金額は、別表のとおりとする。 

別表（第3条関係） 

 5 土木関係 

区分 単位 金額 備考 

優良宅地造成認定の項～長期優良住宅建築等計画等変更認定の項   （略） 

低炭

素建

築物

新築

等計 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第54条第1項各

号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関（以下この表において「適合

性確認機関」という。）が認めた場合又は当該基準に適合することを証する

書類として市長が定めるものが添付されている場合（以下この表において

「低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等」という。）   （略） 

画認

定 

その他

の場合 

一戸建て

住宅 

建築物省エネ法基

準省令第10条第2

号イ(2)及びロ（2）

に定める基準に係

るものであるもの 

1件 19,100円  

   その他のもの 1件 37,100円  

  共同住宅

等 

建築

物全

体又 

全住

戸が

建築 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 19,100円    （略） 

   は複

合建

築物

の住 

物省

エネ

法基

準省 

1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 35,900円  

   宅部

分に

係る

もの 

令第

10条

第 2

号イ 

1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 51,900円  
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新 

    ( 2 )

及び

ロ

( 2 )

に定

める

基準

に係

るも

ので

ある

もの 

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 74,600円  

    その

他の

もの 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 37,100円  

     1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 74,900円  

     1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 105,400円  

     1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 148,300円  

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

低炭 低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等   （略） 
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新 

素建

築物 

その他

の場合 

一戸建て

住宅 

建築物省エネ法基

準省令第10条第2 

1件 10,100円  

新築

等計

画変 

  号イ(2)及びロ（2）

に定める基準に係

るものであるもの 

   

更認   その他のもの 1件 19,200円  

定  共同住宅 住戸のみに係るもの   （略）  

  等 建築

物全

体、 

全住

戸が

建築 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 10,100円    （略） 

 

 

  建築

物全

体及

び住 

物省

エネ

法基

準省 

1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 19,000円  

   戸又

は複

合建

築物 

令第

10条

第 2

号イ 

1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 27,700円  

   の住

宅部

分に

係る

もの 

( 2 )

及び

ロ

( 2 )

に定

める

基準

に係

るも

ので

ある

もの 

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 40,200円  
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新 

    その

他の

もの 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 19,200円  

     1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 38,500円  

     1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 54,500円  

     1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 77,100円  

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定の項及び建築物エネルギー消費性能確保計

画の軽微な変更に関する証明書交付の項   （略） 

建築 計画適合性確認機関が認めた場合等   （略） 

物エ

ネル

ギー

消費

性能 

その他

の場合 

一戸建て

住宅 

建築物省エネ法基

準省令第10条第2

号イ(2)及びロ（2）

に定める基準に係

るものであるもの 

1件 19,100円  

向上   その他のもの 1件 37,100円  

計画

認定 

 共同住宅

等 

建築

物全

体又 

全住

戸が

建築 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 19,100円    （略） 

   は複 物省 1棟の総 1件 35,900円  
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新 

   合建

築物

の住 

エネ

法基

準省 

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

   

   宅部

分に

係る

もの 

令第

10条

第 2

号イ 

1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 51,900円  

    ( 2 )

及び

ロ

( 2 )

に定

める

基準

に係

るも

ので

ある

もの 

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 74,600円  

    その

他の

もの 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 37,100円  

     1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 74,900円  

     1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 105,400円  
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新 

     1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 148,300円  

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

建築 計画適合性確認機関が認めた場合等   （略） 

物エ

ネル 

その他

の場合 

一戸建て

住宅 

建築物省エネ法基

準省令第10条第2

号イ(2)及びロ（2）

に定める基準に係

るものであるもの 

1件 10,100円  

ギー

消費

性能 

     

向上   その他のもの 1件 19,200円  

計画  共同住宅 住戸のみに係るもの   （略）  

変更

認定 

 等 建築

物全

体、 

全住

戸が

建築 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 10,100円    （略） 

 

 

  建築

物全

体及

び住 

物省

エネ

法基

準省 

1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 19,000円  

   戸又

は複

合建

築物 

令第

10条

第 2

号イ 

1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 27,700円  

   の住

宅部

分に

係る

もの 

( 2 )

及び

ロ

( 2 )

に定

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 40,200円  
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新 

める

基準

に係

るも

ので

ある

もの 

    その

他の

もの 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 19,200円  

     1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 38,500円  

     1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 54,500円  

     1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 77,100円  

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

建築

物エ

ネル

ギー 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定す

る建築物エネルギー消費性能基準に適合していると市長が定める機関が認

めた場合又は当該基準に適合していることを証する書類として市長が定め

るものが添付されている場合   （略） 

消費

性能 

その他

の場合 

一戸建て

住宅 

建築物省エネ法基

準省令第1条第1項 

1件 19,100円  
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新 

基準

適合

認定 

  第2号イ(2)及びロ

(2)又はイ(3)及び

ロ(3)に定める基

準に係るもの 

   

   その他のもの   （略）  

  共同住宅

等 

全住戸が

建築物省

エネ法基

準省令第

1条第1項

第 2号イ

(2)及び

ロ(2)又

はイ(3)

及 び ロ

(3)に定

める基準

に係るも

のである

もの 

   （略）  

   その他のもの   （略）  

  その他の建築物   （略） 

開発行為許可の項～建築物の敷地と道路との関係の認定の項   （略） 

一団

地内

にお

いて

建築

等を

する 

   （略） 
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新 

1 又

は 2

以上

の建

築物

の特

例認

定 

 

既存建築物を前提として総合的見地から設

計した建築物の特例認定 

1件 78,000円＋(n－

1)×28,000円 

n：建築物(建築等

をするものに限

る)の数 

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又

は一敷地内認定建築物の増築等の認定 

1件 78,000円＋(n－

1)×28,000円 

n：建築物(新築又

は増築等をする

ものに限る)の数 

一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの項～屋外広告物の項   （略） 
 

備考   （略） 
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旧 

(区分及び金額) 

第3条 手数料の区分及び金額は、別表のとおりとする。 

別表（第3条関係） 

 5 土木関係 

区分 単位 金額 備考 

優良宅地造成認定の項～長期優良住宅建築等計画等変更認定の項   （略） 

低炭

素建

築物

新築

等計 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第54条第1項各

号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関（以下この表において「適合

性確認機関」という。）が認めた場合又は当該基準に適合することを証する

書類として市長が定めるものが添付されている場合（以下この表において

「低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等」という。）   （略） 

画認

定 

その他

の場合 

一戸建て住宅 

 

 

 

 

1件 37,100円  

       

  共同住宅

等 

建築物全

体又は複

合建築物 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 37,100円    （略） 

   の住宅部

分に係る

もの 

1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 74,900円  

    1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 105,400円  
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旧 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 148,300円  

      

 

 

   

      

 

 

 

   

      

 

 

 

   

      

 

 

 

   

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

低炭 低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等   （略） 
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旧 

素建

築物 

その他

の場合 

一戸建て住宅 1件 19,200円  

新築

等計

画変 

      

更認       

定  共同住宅 住戸のみに係るもの   （略）  

  等 建築物全

体、建築

物全体及 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 19,200円    （略） 

 

 

  び住戸又

は複合建

築物の住

宅部分に 

1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 38,500円  

   係るもの 1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 54,500円  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 77,100円  
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旧 

      

 

 

   

      

 

 

 

   

      

 

 

 

   

      

 

 

 

   

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定の項及び建築物エネルギー消費性能確保計

画の軽微な変更に関する証明書交付の項   （略） 

建築 計画適合性確認機関が認めた場合等   （略） 

物エ

ネル

ギー

消費

性能 

その他

の場合 

一戸建て住宅 1件 37,100円  

向上       

計画

認定 

 共同住宅

等 

建築物全

体又は複

合建築物 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 37,100円    （略） 

   の住宅部 1棟の総 1件 74,900円  
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旧 

   分に係る

もの 

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

   

    1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 105,400円  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 148,300円  
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旧 

 

 

 

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

建築 計画適合性確認機関が認めた場合等   （略） 

物エ

ネル 

その他

の場合 

一戸建て住宅 1件 19,200円  

ギー

消費

性能 

      

向上       

計画  共同住宅 住戸のみに係るもの   （略）  

変更

認定 

 等 建築物全

体、建築

物全体及 

1棟の戸

数が 1の

もの 

1件 19,200円    （略） 

 

 

  び住戸又

は複合建

築物の住

宅部分に 

1棟の総

戸数が 2

以上 5以

下のもの 

1件 38,500円  

   係るもの 1棟の総

戸数が 6

以上10以

下のもの 

1件 54,500円  

    

 

 

 

 

 

1棟の総

戸数が11

以上のも

の 

1件 77,100円  
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旧 

    

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

   

      

 

 

 

   

      

 

 

 

   

      

 

 

 

   

   複合建築物の非住宅部分に係るもの   （略） 

  その他の建築物   （略） 

建築

物エ

ネル

ギー 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定す

る建築物エネルギー消費性能基準に適合していると市長が定める機関が認

めた場合又は当該基準に適合していることを証する書類として市長が定め

るものが添付されている場合   （略） 

消費

性能 

その他

の場合 

一戸建て

住宅 

建築物省エネ法基

準省令第1条第1項 

1件 19,100円  
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旧 

基準

適合

認定 

  第2号イ(2)(i)及

びロ(2)又はイ(3)

及びロ(3)に定め

る基準に係るもの 

   

   その他のもの   （略）  

  共同住宅

等 

全住戸が

建築物省

エネ法基

準省令第

1条第1項

第 2号イ

(2)(ii)及

びロ(2)

又 は イ

(3)及び

ロ(3)に

定める基

準に係る

ものであ

るもの 

   （略）  

   その他のもの   （略）  

  その他の建築物   （略） 

開発行為許可の項～建築物の敷地と道路との関係の認定の項   （略） 

一団

地内

に建

築さ

れる

1 又

は 2 

   （略） 
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旧 

以上

の建

築物

の特

例認

定 

 

 

 

既存建築物を前提として総合的見地から設

計した建築物の特例認定 

1件 78,000円＋(n－

1)×28,000円 

n：建築物(既存建

築物の数を除く)

の数 

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認

定 

1件 78,000円＋(n－

1)×28,000円 

n：建築物(一敷地

内認定建築物を

除く)の数 

一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの項～屋外広告物の項   （略） 
 

備考   （略） 
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令和５年議案第４号 

 

   江南市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、健康保険の給付額の改正に伴い、国民健康保険の出産育児

一時金の額を引き上げる必要があるからであります。 
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   江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の江南市国民健康保険条例第６条第１項の規定は、この条例の施行の日以

後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時

金については、なお従前の例による。 
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（参 考） 

   江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (出産育児一時金)  (出産育児一時金) 

第6条 被保険者が出産したときは、当該

被保険者の属する世帯の世帯主に対し、

出産育児一時金として488,000円を支給

する。ただし、市長が健康保険法施行令

（大正15年勅令第243号）第36条の規定を

勘案し、必要があると認めるときは、規

則で定めるところにより、これに30,000

円を上限として加算するものとする。 

2   （略） 

第6条 被保険者が出産したときは、当該

被保険者の属する世帯の世帯主に対し、

出産育児一時金として408,000円を支給

する。ただし、市長が健康保険法施行令

（大正15年勅令第243号）第36条の規定を

勘案し、必要があると認めるときは、規

則で定めるところにより、これに30,000

円を上限として加算するものとする。 

2   （略） 
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令和５年議案第５号 

 

   江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

 

 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６３号）の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるか

らであります。 
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   江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例（案） 

 

 江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後

児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職

員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業

所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この

条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけれ

ばならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及

び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法によ

り、利用者の所在を確認しなければならない。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感

染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条におい
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て「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に実施する」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間における改正後の江南市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例第６条の２の規定の適用については、同条

第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中

「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周

知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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（参 考） 

   江南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (安全計画の策定等)  

第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、

利用者の安全の確保を図るため、放課後

児童健全育成事業所ごとに、当該放課後

児童健全育成事業所の設備の安全点検、

職員、利用者等に対する事業所外での活

動、取組等を含めた放課後児童健全育成

事業所での生活その他の日常生活にお

ける安全に関する指導、職員の研修及び

訓練その他放課後児童健全育成事業所

における安全に関する事項についての

計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に

対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者

の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう、保護者に対し、安全計

画に基づく取組の内容等について周知

しなければならない。 

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的

に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

 

 (自動車を運行する場合の所在の確認)  

第6条の3 放課後児童健全育成事業者は、 
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新 旧 

利用者の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の利用者の移動のため

に自動車を運行するときは、利用者の乗

車及び降車の際に、点呼その他の利用者

の所在を確実に把握することができる

方法により、利用者の所在を確認しなけ

ればならない。 

 (業務継続計画の策定等)  

第12条の2 放課後児童健全育成事業者

は、放課後児童健全育成事業所ごとに、

感染症や非常災害の発生時において、利

用者に対する支援の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下この

条において「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に

対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施するよう努めなければならない。 

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的

に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うよう努

めるものとする。 

 

 (衛生管理等)  (衛生管理等) 

第13条   （略） 第13条   （略） 

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後

児童健全育成事業所において感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないよ

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後

児童健全育成事業所において感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないよ
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新 旧 

うに、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並

びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施するよう努

めなければならない。 

うに必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

3   （略） 3   （略） 
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令和５年議案第６号 

 

   江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に

ついて 

 

 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、個人番号を利用することができる事務に子育て短期支援事

業の利用者の負担の軽減に関する事務及び病児保育事業の利用に係る手数料の助成に

関する事務を加えるため必要があるからであります。 
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   江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例（案） 

 

 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中８の３の項を８の５の項とし、８の２の項を８の４の項とし、８の項の

次に次のように加える。 

８の２ 市長 子育て短期支援事業（児童福祉法第６条の３第３項に規定する子育

て短期支援事業をいう。以下同じ。）の利用者の負担の軽減に関す

る事務であって規則で定めるもの 

８の３ 市長 病児保育事業（児童福祉法第６条の３第１３項に規定する病児保育

事業をいう。以下同じ。）の利用に係る手数料の助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

 別表第２の８の項を次のように改める。 

８ 市長 子育て短期支援事業の利用

者の負担の軽減に関する事

務であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、地方税関係情報、中

国残留邦人等支援給付等関係情報又は法

定外生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

 別表第２中８の３の項を８の４の項とし、８の２の項を８の３の項とし、８の項の

次に次のように加える。 

８の２ 市長 病児保育事業の利用に係る

手数料の助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、児

童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）による児童扶養手当の支給に関する

情報（以下「児童扶養手当関係情報」とい

う。）、中国残留邦人等支援給付等関係情

報、江南市児童扶養手当支給条例による

児童扶養手当の支給に関する情報又は法

定外生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 
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 別表第２の１５の項中「児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係情報」という。）」を「児童扶

養手当関係情報」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例（案）の新旧対照表 

新 

 (個人番号の利用範囲) 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う

同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同

表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して

行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が第3項の規定により法別表第2の

第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う

同表の第2欄に掲げる事務とする。 

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必

要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するも

のを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシス

テムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受け

ることができる場合は、この限りでない。 

3及び4   （略） 

別表第1(第4条関係) 

 

執行機関 事務 

1の項～8の項   （略） 

8の2 市長 子育て短期支援事業（児童福祉法第6条の3第3項に規定する子

育て短期支援事業をいう。以下同じ。）の利用者の負担の軽減

に関する事務であって規則で定めるもの 

8の3 市長 病児保育事業（児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育

事業をいう。以下同じ。）の利用に係る手数料の助成に関する

事務であって規則で定めるもの 

8の4 市長    （略） 

8の5 市長    （略） 

9の項～27の項   （略） 

別表第2(第4条関係) 
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新 

執行機関 事務 特定個人情報 

1の項～7の項   （略） 

8 市長 子育て短期支援事業の利用

者の負担の軽減に関する事

務であって規則で定めるも

の 

生活保護関係情報、地方税関係情報、

中国残留邦人等支援給付等関係情報

又は法定外生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

8の2 市長 病児保育事業の利用に係る

手数料の助成に関する事務

であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、

児童扶養手当法（昭和36年法律第238

号）による児童扶養手当の支給に関す

る情報（以下｢児童扶養手当関係情報｣

という。）、中国残留邦人等支援給付等

関係情報、江南市児童扶養手当支給条

例による児童扶養手当の支給に関す

る情報又は法定外生活保護関係情報

であって規則で定めるもの 

8の3 市長    （略）    （略） 

8の4 市長    （略）    （略） 

9の項～14の項   （略） 

15 市長 生活に困窮する外国人に対

する生活保護法による保護

の決定及び実施又は徴収金

の徴収に準じて行われる措

置に関する事務であって規

則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、地方税関係情

報、児童扶養手当関係情報、母子及び

父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律

第129号）による母子家庭自立支援給

付金、特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当若しくは昭和60

年法律第34号附則第97条第1項の福祉

手当若しくは母子保健法（昭和40年法

律第141号）による養育医療の給付若

しくは養育医療に要する費用の支給

に関する情報、児童手当法（昭和46年
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新 

法律第73号）による児童手当若しくは

特例給付（同法附則第2条第1項に規定

する給付をいう。以下同じ。）の支給に

関する情報（以下「児童手当関係情報」

という。）、中国残留邦人等支援給付等

関係情報、介護保険給付等関係情報又

は障害者自立支援給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

 

 

16の項～46の項   （略） 
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旧 

 (個人番号の利用範囲) 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う

同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同

表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して

行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が第3項の規定により法別表第2の

第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う

同表の第2欄に掲げる事務とする。 

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必

要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するも

のを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシス

テムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受け

ることができる場合は、この限りでない。 

3及び4   （略） 

別表第1(第4条関係) 

 

執行機関 事務 

1の項～8の項   （略） 

 

 

 

 

 

 

8の2 市長    （略） 

8の3 市長    （略） 

9の項～27の項   （略） 

別表第2(第4条関係) 
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旧 

執行機関 事務 特定個人情報 

1の項～7の項   （略） 

8 削除 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

8の2 市長    （略）    （略） 

8の3 市長    （略）    （略） 

15 市長 生活に困窮する外国人に対

する生活保護法による保護

の決定及び実施又は徴収金

の徴収に準じて行われる措

置に関する事務であって規

則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、地方税関係情

報、児童扶養手当法（昭和36年法律第

238号）による児童扶養手当の支給に

関する情報（以下「児童扶養手当関係

情報」という。）、母子及び父子並びに

寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に

よる母子家庭自立支援給付金、特別児

童扶養手当等の支給に関する法律に

よる障害児福祉手当若しくは特別障

害者手当若しくは昭和60年法律第34

号附則第97条第1項の福祉手当若しく

は母子保健法（昭和40年法律第141号）

による養育医療の給付若しくは養育
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旧 

医療に要する費用の支給に関する情

報、児童手当法（昭和46年法律第73号）

による児童手当若しくは特例給付（同

法附則第2条第1項に規定する給付を

いう。以下同じ。）の支給に関する情報

（以下「児童手当関係情報」という。）、

中国残留邦人等支援給付等関係情報、

介護保険給付等関係情報又は障害者

自立支援給付関係情報であって規則

で定めるもの 

16の項～46の項   （略） 
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令和５年議案第７号 

 

   江南市子ども・子育て会議条例の一部改正について 

 

 江南市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものと

する。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改

正に伴い、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市子ども・子育て会議条例（平成３０年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

 第２条第１号中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (設置)  (設置) 

第1条 子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「法」という。）第72条第

1項の規定に基づき、江南市子ども・子育

て会議（以下「子ども・子育て会議」と

いう。）を設置する。 

第1条 子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「法」という。）第77条第

1項の規定に基づき、江南市子ども・子育

て会議（以下「子ども・子育て会議」と

いう。）を設置する。 

 (所掌事務)  (所掌事務) 

第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、

次に掲げるとおりとする。 

 (1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

に関すること。 

 (2)   （略） 

第2条 同左 

 

 (1) 法第77条第1項各号に掲げる事務

に関すること。 

 (2)   （略） 
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令和５年議案第８号 

 

   江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

 

 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の一部改正

に伴い、所要の整備を図る必要があるからであります。 

- 56 -



   江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例（案） 

 

 江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７条の３第２項」を加える。 

 第７条の次に次の２条を加える。 

 （安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保

育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児

等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他

の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業

所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項

の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図ら

れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければ

ならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計

画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の

乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができ

る方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこ

れと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を

有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としの

おそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車

にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」
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という。）を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に

限る。）を行わなければならない。 

 第１０条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、同

条ただし書を削る。 

 第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

 第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に実施する」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正規定は、公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第７

条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の

送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規

定するブザー等を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、

令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。こ

の場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的

保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を

行わなければならない。 
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（参 考） 

   江南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (保育所等との連携)  (保育所等との連携) 

第6条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型

保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という。）を除く。以下この条、

次条第1項、第7条の3第2項、第14条第1項

及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5

項、第16条並びに第17条第1項から第3項

まで並びに附則第3条において同じ。）

は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ

確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満3歳以上

の児童に対して必要な教育（教育基本法

（平成18年法律第120号）第6条第1項に

規定する法律に定める学校において行

われる教育をいう。第3号において同

じ。）又は保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力を行

う保育所（子ども・子育て支援法（平成

24年法律第65号）第7条第4項に規定する

保育所をいう。以下同じ。）、幼稚園（同

項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）

又は認定こども園（同項に規定する認定

こども園をいう。以下同じ。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし、連携施設の確保が

著しく困難であると市が認める地域に

おいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保

育事業を除く。第16条第2項第3号におい

第6条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型

保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という。）を除く。以下この条、

次条第1項、第14条第1項及び第2項、第15

条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに

第17条第1項から第3項まで並びに附則第

3条において同じ。）は、利用乳幼児に対

する保育が適正かつ確実に行われ、及び

家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満3歳以上の児童に対して必要

な教育（教育基本法（平成18年法律第120

号）第6条第1項に規定する法律に定める

学校において行われる教育をいう。第3号

において同じ。）又は保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連携

協力を行う保育所（子ども・子育て支援

法（平成24年法律第65号）第7条第4項に

規定する保育所をいう。以下同じ。）、幼

稚園（同項に規定する幼稚園をいう。以

下同じ。）又は認定こども園（同項に規定

する認定こども園をいう。以下同じ。）（以

下「連携施設」という。）を適切に確保し

なければならない。ただし、連携施設の

確保が著しく困難であると市が認める地

域において家庭的保育事業等（居宅訪問

型保育事業を除く。第16条第2項第3号に

おいて同じ。）を行う家庭的保育事業者等
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新 旧 

て同じ。）を行う家庭的保育事業者等に

ついては、この限りでない。 

 (1)～(3)   （略） 

2～5   （略） 

については、この限りでない。 

 

 (1)～(3)   （略） 

2～5   （略） 

 (安全計画の策定等)  

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳

幼児の安全の確保を図るため、家庭的保

育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業

所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼

児等に対する事業所外での活動、取組等

を含めた家庭的保育事業所等での生活

その他の日常生活における安全に関す

る指導、職員の研修及び訓練その他家庭

的保育事業所等における安全に関する

事項についての計画（以下この条におい

て「安全計画」という。）を策定し、当該

安全計画に従い必要な措置を講じなけ

ればならない。 

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安

全計画について周知するとともに、前項

の研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の

安全の確保に関して保護者との連携が

図られるよう、保護者に対し、安全計画

に基づく取組の内容等について周知し

なければならない。 

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全

計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。 

 

 (自動車を運行する場合の所在の確認)  
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新 旧 

第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳

幼児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用乳幼児の移動のた

めに自動車を運行するときは、利用乳幼

児の乗車及び降車の際に、点呼その他の

利用乳幼児の所在を確実に把握するこ

とができる方法により、利用乳幼児の所

在を確認しなければならない。 

2 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業所を除く。）は、利用乳幼児の送迎を

目的とした自動車（運転者席及びこれと

並列の座席並びにこれらより一つ後方

に備えられた前向きの座席以外の座席

を有しないものその他利用の態様を勘

案してこれと同程度に利用乳幼児の見

落としのおそれが少ないと認められる

ものを除く。）を日常的に運行するとき

は、当該自動車にブザーその他の車内の

利用乳幼児の見落としを防止する装置

（以下「ブザー等」という。）を備え、こ

れを用いて前項に定める所在の確認（利

用乳幼児の降車の際に限る。）を行わな

ければならない。 

 

 (他の社会福祉施設等を併せて設置する

ときの設備及び職員の基準) 

 (他の社会福祉施設等を併せて設置する

ときの設備及び職員の基準) 

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会

福祉施設等を併せて設置するときは、そ

の行う保育に支障がない場合に限り、必

要に応じ当該家庭的保育事業所等の設

備及び職員の一部を併せて設置する他

の社会福祉施設等の設備及び職員に兼

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会

福祉施設等を併せて設置するときは、必

要に応じ当該家庭的保育事業所等の設

備及び職員の一部を併せて設置する他

の社会福祉施設等の設備及び職員に兼

ねることができる。ただし、保育室及び
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新 旧 

ねることができる。 各事業所に特有の設備並びに利用乳幼

児の保育に直接従事する職員について

は、この限りでない。 

  (懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第13条 削除 第13条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼

児に対し法第47条第3項の規定により懲

戒に関しその利用乳幼児の福祉のため

に必要な措置を採るときは、身体的苦痛

を与え、人格を辱める等その権限を濫用

してはならない。 

 (衛生管理等)  (衛生管理等) 

第14条   （略） 第14条   （略） 

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事

業所等において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように、職員に

対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の

予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施するよう努めなければな

らない。 

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事

業所等において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

3～5   （略） 3～5   （略） 
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令和５年議案第９号 

 

   江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 

 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部改正に伴

い、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

  (懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第26条 削除 第26条 特定教育・保育施設（幼保連携型

認定こども園及び保育所に限る。以下こ

の条において同じ。）の長たる特定教育・

保育施設の管理者は、教育・保育給付認

定子どもに対し児童福祉法第47条第3項

の規定により懲戒に関しその教育・保育

給付認定子どもの福祉のために必要な

措置を採るときは、身体的苦痛を与え、

人格を辱める等その権限を濫用しては

ならない。 
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令和５年議案第１０号 

 

   江南市新図書館建設事業等基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正

について 

 

 江南市新図書館建設事業等基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、新図書館建設事業の完了に伴い、改正する必要があるから

であります。 
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   江南市新図書館建設事業等基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改

正する条例（案） 

 

 江南市新図書館建設事業等基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成８年条例

第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 題名及び第１条中「江南市新図書館建設事業等基金」を「江南市図書館整備事業基

金」に改める。 

 第２条中「新図書館の建設及び整備に係る事業並びに」及び「施設」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市新図書館建設事業等基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改

正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

   江南市図書館整備事業基金の設置、

管理及び処分に関する条例 

   江南市新図書館建設事業等基金の

設置、管理及び処分に関する条例 

 (趣旨)  (趣旨) 

第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第241条の規定に基づき、江

南市図書館整備事業基金（以下「基金」

という。）について必要な事項を定める

ものとする。 

第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第241条の規定に基づき、江

南市新図書館建設事業等基金（以下「基

金」という。）について必要な事項を定め

るものとする。 

 (設置)  (設置) 

第2条 江南市立図書館の整備に係る事業

の推進を図るため、基金を設置する。 

第2条 新図書館の建設及び整備に係る事

業並びに江南市立図書館施設の整備に係

る事業の推進を図るため、基金を設置す

る。 
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令和５年議案第１１号 

 

都市構造再編集中支援事業 布袋駅西駅前広場・布袋駅線整備工事請負契約の

変更について 

 

令和４年江南市議会６月定例会において原案可決された議案第４６号「都市構造再

編集中支援事業 布袋駅西駅前広場・布袋駅線整備工事請負契約の締結について」中、

契約金額を下記のとおり増額するので、議会の議決を求める。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

１ 変更前契約金額    金 １６７，６４０，０００円 

２ 変更金額の増額    金   ６，７８８，１００円 

３ 変更後契約金額    金 １７４，４２８，１００円 

 

 

提案理由 

この案を提出するのは、緑化施設の仕様変更等により、契約金額を変更する必要が

あるからであります。 
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（参　考）
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令和５年議案第１２号 

 

   土地区画整理事業に伴う町及び字の区域の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、尾張都

市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から、

本市内の別図第１に示す区域において町及び字の区域を別図第２に示すとおり変更し

たいので、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業の換地処

分に伴い、町界を整然とするため、必要があるからであります。 
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令和５年議案第１３号 

 

   市道路線の認定及び廃止について 

 

 市道の路線を別添のとおり認定及び廃止したいので道路法（昭和２７年法律第１８

０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、布袋駅西通線整備事業等に伴い道路網の整備を図るため、

市道路線を認定及び廃止する必要があるからであります。 
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認 定 路 線 

整 理 

番 号 
路 線 名 

起   点 

終   点 

主 要 

経過地 

１ 
市道 

布袋駅西通線 

 布袋町南２４０番地先 

 布袋町西布１６３番地先 

 

２ 
市道 

布袋駅西駅前広場線 

 布袋町西布８７番地先 

 布袋下山町東９３番１地先 

 

３ 
市道南部第 

１９１号線 

布袋下山町北７０番地先 

 布袋下山町南１０３番地先 

 

４ 
市道南部第 

３９５号線 

布袋町西布４５番地先 

 布袋町西布２００番地先 

 

５ 
市道南部第 

３９６号線 

布袋町西布１３３番地先 

 布袋町西布１４０番地先 

 

６ 
市道南部第 

３９７号線 

布袋下山町東１５番地先 

 布袋下山町東１０６番１地先 

 

７ 
市道南部第 

３９８号線 

布袋下山町南１０１番地先 

 布袋下山町南１３０番地先 

 

８ 
市道北部第 

２１号線 

小杁町鴨ケ池３２０番地先 

小杁町鴨ケ池１５７番地先 

 

９ 
市道北部第 

３０号線 

小杁町鴨ケ池６８番地先 

小杁町鴨ケ池１９２番地先 

 

１０ 
市道北部第 

３０－１号線 

小杁町鴨ケ池２２０番地先 

小杁町鴨ケ池４８８番地先 

 

１１ 
市道北部第 

７８０号線 

宮田神明町春日８番地先 

宮田神明町春日４１９番地先 

 

１２ 
市道北部第 

８１３号線 

 和田町中島１６６番地先 

和田町中島１２４番３地先 
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布袋町南・西布、布袋下山町北・東・南地内

④
①

②

認 定 路 線

③

⑦

⑤

⑥
布袋駅
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小杁町鴨ケ池地内

認 定 路 線

⑧

すいとぴあ
江南⑨

⑩
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認 定 路 線

⑪

宮田神明町春日地内
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認 定 路 線

⑫

和田町中島地内
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廃 止 路 線 

整 理 

番 号 
路 線 名 

起   点 

終   点 

主 要 

経過地 

１ 
市道南部第 

１９１号線 

 布袋下山町東３０番地先 

 布袋下山町南１３１番１地先 

 

２ 
市道北部第 

２１号線 

小杁町鴨ケ池３２０番地先 

小杁町鴨ケ池４６８番地先 

 

３ 
市道北部第 

３０号線 

小杁町鴨ケ池６８番地先 

小杁町鴨ケ池４９２番１地先 

 

４ 
市道北部第 

７８０号線 

 宮田神明町春日８番地先 

 宮田神明町緑４１９番地先 

 

５ 
市道北部第 

８１３号線 

和田町中島１６７番地先 

和田町中島１６３番地先 

 

６ 
市道北部第 

９４９号線 

 宮田神明町緑４１１番２地先 

 宮田神明町緑４１９番地先 
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布袋下山町東・南地内

①

布袋駅

廃 止 路 線
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小杁町鴨ケ池地内

廃 止 路 線

③

②

すいとぴあ
江南
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廃 止 路 線

宮田神明町春日・緑地内

⑥

④
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廃 止 路 線

和田町中島地内

⑤
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（参　考）

整　理 起　　　　点

番　号 終　　　　点

市道 　 布袋町南２４０番地先

布袋駅西通線 　 布袋町西布１６３番地先

市道 　 布袋町西布８７番地先

布袋駅西駅前広場線 　 布袋下山町東９３番１地先

市道南部第 　 布袋下山町北７０番地先

１９１号線 　 布袋下山町南１０３番地先

市道南部第 　 布袋町西布４５番地先

３９５号線 　 布袋町西布２００番地先

市道南部第 　 布袋町西布１３３番地先

３９６号線 　 布袋町西布１４０番地先

市道南部第 　 布袋下山町東１５番地先

３９７号線 　 布袋下山町東１０６番１地先

市道南部第 　 布袋下山町南１０１番地先

３９８号線 　 布袋下山町南１３０番地先

市道北部第 　 小杁町鴨ケ池３２０番地先

２１号線 　 小杁町鴨ケ池１５７番地先

市道北部第 　 小杁町鴨ケ池６８番地先

３０号線 　 小杁町鴨ケ池１９２番地先

市道北部第 　 小杁町鴨ケ池２２０番地先

３０－1号線 　 小杁町鴨ケ池４８８番地先

市道北部第 　 宮田神明町春日８番地先

７８０号線 　 宮田神明町春日４１９番地先

市道北部第 　 和田町中島１６６番地先

８１３号線 　 和田町中島１２４番３地先

整　理 起　　　　点

番　号 終　　　　点

市道南部第 　 布袋下山町東３０番地先

１９１号線 　 布袋下山町南１３１番１地先

市道北部第 　 小杁町鴨ケ池３２０番地先

２１号線 　 小杁町鴨ケ池４６８番地先

市道北部第 　 小杁町鴨ケ池６８番地先

３０号線 　 小杁町鴨ケ池４９２番１地先

市道北部第 　 宮田神明町春日８番地先

７８０号線 　 宮田神明町緑４１９番地先

市道北部第 　 和田町中島１６７番地先

８１３号線 　 和田町中島１６３番地先

市道北部第 　 宮田神明町緑４１１番２地先

９４９号線 　 宮田神明町緑４１９番地先

１１

８

１０

新学校給食センター整備
に伴い終点移動

新学校給食センター整備
に伴い認定

９
新学校給食センター整備
に伴い終点移動

フラワーパーク江南Ⅱ期
地区整備に伴い終点移動

２
布袋駅西駅前広場整備事
業に伴い新規認定

江南布袋南部土地区画整
理事業に伴い新規認定

４

６
江南布袋南部土地区画整
理事業に伴い新規認定

３
江南布袋南部土地区画整
理事業に伴い終点移動

認　定　路　線

路　線　名 理　　由

５

１２

江南布袋南部土地区画整
理事業に伴い新規認定

道路認定漏れのため起点
移動

１
布袋駅西通線整備事業に
伴い新規認定

４
フラワーパーク江南Ⅱ期
地区整備に伴い終点移動

道路認定漏れのため起点
移動

理　　由

新学校給食センター整備
に伴い終点移動

３
新学校給食センター整備
に伴い終点移動

７
江南布袋南部土地区画整
理事業に伴い認定

６
フラワーパーク江南Ⅱ期
地区整備に伴い廃止

１
江南布袋南部土地区画整
理事業に伴い終点移動

５

廃　止　路　線

路　線　名

２
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令和５年議案第１４号 

令和４年度江南市一般会計補正予算（第１３号） 

 令和４年度江南市の一般会計の補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 201,280千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 37,614,667千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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出

61 770,265 6

予

,805,826

算

2 固 定 資 産

補

税 5,318,731

正

39,012 5,35

歳

7,743

　

11 地 方

入

交 付 税 4,360,317 227,255 4,587,572

1 地 方 交 付 税 4,360,317 227,255 4,587,572

15 国 庫 支 出 金 5,527,

款

058 1,683,6

項

17 7,210,67

補

5

1 国

正

庫 負 担 金 3,238,

第

前

530 224,548

の

3,463,078

額

2 国 庫 補

補

助 金 1,923,26

　

4 709,520 2,

正

632,784

　

4 国 庫 交 付 金

額

345,634 749

計

,549 1,095,

千

183

１

円

16 県 支 出 金

千

2,509,588 2

円

0,000 2,529

千

,588

円

1 県 負 担 金 1,311,134 15,956 1,327,090

2 県 補 助 金 934,656 4,814 939,47

表

0

4 県 交 付 金 11,046 △

1

770 10,276

市 税

17 財 産 収 入 8,24

1

2 4,762 13,0

2

04

1

,

財 産 運 用 収 入 8,23

7

9 290 8,529

3

2 財 産 売

　

6

払 収 入 3 4,472 4

,

,475

5

19 繰 入 金

9

3,703,384 △

2

2,805,746 8

8

97,638

0

1 基 金 繰 入 金 3

9

,703,384 △2

,

,805,746 89

2

7,638

歳

7

21 諸 収

7

入 1,122,186

1

△140,445 98

3

1,741

,

5 雑 入 878,0

5

40 △140,445

4

737,595

5

歳　　入　　合

,

　　計 37,815,

8

947 △201,28

入

6

0 37,614,66

9

7

1

歳

市 民 税 6,035,5
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8,490 14,920,660

1 社 会 福 祉 費 7,285,086 25,356 7,310,442

2 児 童 福 祉 費 5,793,991 △16,466 5,777,525

4 災 害 救 助 費 14,413 △400 14,013

4 衛 生 費 4,884,728 △411,354 4,473,374

1 保 健 衛 生 費 2,813,953 △389,095 2,424,858

2 清 掃 費 1,914,591 △19,777 1,894,814

3 上 水 道 費 156,184 △2,482 153,702

5 労 働 費 153,376 153,376

1 労 働 費 153,376 153,376

6 農 林 水 産 業 費 234,675 △4,043 230,632

1 農 業 費 226,771 △4,352 222,419

2 林 業 費 7,904 309 8,213

7 商 工 費 992,727 262,627 1,255,354

1 商 工 費 992,727 262,627 1,255,354

8 土 木 費 2,594,913 △19,281 2,575,632

2 道 路 橋 り ょ う 費 591,937 △1,826 590,111

4 都 市 計 画 費 1,118,920 △12,366 1,106,554

6 下 水 道 費 581,588 △5,089 576,499

9 消 防 費 976,567 △614 975,953

1 消 防 費 976,567 △614 975,953

10 教 育 費 3,173,328 △33,820 3,139,508

1 教 育 総 務 費 391,672 △1,564 390,108

2 小 学 校 費 605,350 △5,253 600,097

3 中 学 校 費 385,803 △14,186 371,617

4 社 会 教 育 費 418,158 △349 417,809

5 保 健 体 育 費 1,372,345 △12,468 1,359,877

12 公 債 費 2,592,070 △2,128 2,589,942

1 公 債 費 2,592,070 △2,128 2,589,942

歳　　出　　合　　計 37,815,947 △201,280 37,614,667

歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 7,023,560 △1,157 7,022,403

1 総 務 管 理 費 6,311,396 △233 6,311,163

2 徴 税 費 419,309 △396 418,913

3 戸籍住民基本台帳費 180,471 △528 179,943

3 民 生 費 14,912,170
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第２表 繰越明許費補正

［単位：千円］ 

款 項 事 業   名 金  額 

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 介 護 施 設 等 整 備 費 補 助 事 業 7,730 

４ 衛 生 費 １ 保 健 衛 生 費 健 康 推 進 事 業 638

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 布 袋 駅 付 近 鉄 道 高 架 化 整 備 事 業 29,270 

９ 消 防 費 １ 消 防 費 消 防 車 両 更 新 等 事 業 5,514 

- 90 -



 

第３表 債務負担行為補正 

［単位：千円］ 

事  項 期  間 限 度 額 

マイナポイント申請等支援業務委託料 令和４年度～令和５年度 3,505 

［単位：千円］ 

事    項 
変  更  前 変  更  後 

期  間 限 度 額 期  間 限 度 額 

古 知 野 西 保 育 園 指 定 管 理 料 
令和４年度 

～
令和９年度 

644,400 
令和４年度 

～

令和９年度 
659,475 

体育館ＬＥＤ照明器具借上料（小学校） 
令和５年度 

～

令和 14 年度 
53,644 

令和５年度 

～

令和 14 年度 
33,399 

体育館ＬＥＤ照明器具借上料（中学校） 
令和５年度 

～

令和 14 年度 
33,660 

令和５年度 

～

令和 14 年度 
20,958 
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2 809,277 13,545,869

款

11 地 方 交 付

補

税 4,360,317

正

227,255 4,5

前

87,572

の

15 国 庫 支 出 金 5

予

,527,058 1,

算

683,617 7,2

額

10,675

補

16 県 支 出 金 2,

正

509,588 20,

予

000 2,529,5

算

88

17

額

財 産 収 入 8,242 4

計

,762 13,004

千

19 繰 入

円

金 3,703,384

千

△2,805,746

円

897,638

千

21 諸 収 入 1,

円

122,186 △14

歳

0,445 981,7

入

41

歳

歳

入 合 計 37,815,

出

947 △201,28

補

0 37,614,66

正

7

予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

1 市 税 12,736,59

7,023,560 △1,157 7,022,403

3 民 生 費 14,912,170 8,490 14,920,660

（歳 

4 衛 生 費 4,884,728 △411,354 4,473,374

5 労 働 費 153,376 153,376

6 農 林 水 産 業 費 234,675 △4,043 230,632

7 商 工 費 992,727 262,627 1,255,354

 出

款

8 土 木 費

補

2,594,913 △

正

19,281 2,57

前

5,632

の予

9

算

消 防 費 976,567

額

△614 975,95

補

3

）

正予

10 教 育 費 3,17

算

3,328 △33,8

額

20 3,139,50

計

8

12 公 債 費 2,592,070 △2,128 2,589,942

歳 出 合 計 37,815,947 △201,280 3

千

7,614,667

円 千円 千円

2 総 務 費
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31,548 417 △33,122

103,348 △94,858

補

1

正

,105,252 △1

予

,516,606

算 額 の

2

財

6,461 △26,4

源

61

内 訳

特 定

236 △4,27

財

9

源

一 般 財

254,451 8,

源

176

△520 △18,761

313 △927

182,528 △1

国

45,302 △71,

県

046

支 出 金 地

△2,12

方

8

債 そ の 他

1,703,617 △144,885 △1,760,012

千円 千円 千円 千円
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令和５年議案第１５号  

令和４年度江南市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 令和４年度江南市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

江南市長  澤田 和延 

令和５年２月２２日提出
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出

1,800,837 △

予

37,519 1,76

算

3,318

補

5 繰 入 金

正

768,953 46,

歳

019 814,972

　

1 一 般

入

会 計 繰 入 金 677,003 26,019 703,022

2 基 金 繰 入 金 91,950 20,000 111,950

6 諸 収 入 36,506 △8,500 28,006

款

1 延滞

項

金、加算金及び 30,

補

503 △8,500 2

正

2,003

第

前

  過 料

の

歳　　入　

額

　合　　計 9,559

補

,935 9,559,

　

935

正　額 計

千

１

円 千円 千円

表

1 国 民 健 康 保 険 税

　

1,800,837 △

歳

37,519 1,76

入

3,318

歳

1 国 民 健 康 保 険 税
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歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

3 国民健康保険事業費 2,551,516 2,551,516
納 付 金

1 医 療 給 付 費 分 1,754,493 1,754,493

2 後期高齢者支援金等分 561,369 561,369

3 介 護 納 付 金 分 235,654 235,654

歳　　出　　合　　計 9,559,935 9,559,935
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0,837 △37,519 1,763,31

款

8

5 繰 入

補

金 768,953 46

正

,019 814,97

前

2

6 諸 収

の

入 36,506 △8,

予

500 28,006

算

歳 入 合 計

額

9,559,935 9

補

,559,935

正 予 算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

1 国 民 健 康 保 険 税 1,80

保険事業費 2,551,516 2,551,516
3

金納 付

歳 出 合 計 9,559,935 9,559,935

出（歳  

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

国民健康
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37,519 △37,519

37,519 △37,519

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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正
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正
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令和５年議案第１６号 

令和４年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

 令和４年度江南市の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 23,536 千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 170,971 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により、翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長 澤田 和延 
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出

23,536 160,

予

947

歳

算

　　入　　合　　計 1

補

94,507 △23,

正

536 170,971

歳　入

款 項 補正

第

前の額 補　正　額 計

千

１

円 千円 千円

表

4 繰 入 金 184,

　

483 △23,536

歳

160,947

入

1 一 般 会 計 繰

歳

入 金 184,483 △

歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 土地区画整理事業費 171,678 △23,536 148,142

1 土地区画整理事業費 171,678 △23,536 148,142

歳　　出　　合　　計 194,507 △23,536 170,971
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第２表 繰越明許費 

［単位：千円］ 

款 項 事 業   名 金  額 

２ 土 地 区 画 

整理事業費 

１ 土 地 区 画 

整理事業費 
計 画 策 定 事 業 17,655
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23,536 160,947

款

歳 入 合 計 194,50

補

7 △23,536 17

正

0,971

前の予算額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

4 繰 入 金 184,483 △

画整理事業費 171,678 △23,536 148,142

歳 出 合 計 194,507 △23,536 170,971

（歳  出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

2 土地区
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△23,536

△23,536

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

4 繰入金 184,483 △23,536 160,947

1 一般会計繰入金 184,48

 

3 △23,536 160,947

1 一般会計繰入金 184,

科

483 △23,536

 

160,947

歳

   目 補

計 1

 

94,507 △23,

 

536 170,971

正

４款  繰入金

  

 

前  の 補          正

計

  

款 項 目 予

入

    算    額 予    算    
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区 分 金 額

［単位：千円］　　

1一 般 会 計 △23,536 一般会計繰入金
繰 入 金

節

説 明
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３　

土

〔仮換地測量事業〕 △3,058
・街区画地確定等事業

地区画

〔道路・排水路等整備事業〕 △4,711

補正前の 補

整

正
特定財

理

源
目 計

予 算 額 予 

事

 算  額 一般財源 区

業

  分 金  額

費

〔物件移転等補償事業〕 △14,942

　

歳

１項

国  県
地方債

計

そ

171,678 △23

の

,536 148,14

　

他

2 △23,536

支出金

土地区

 1 土地区画 17

画

1,678 △23,5

整

36 148,142 △

理

23,536 12委 託

事

料 △3,883 〔計画

　

業

策定事業〕 △825

費 ２－

整

１

理

－１　土地

　

区画整理事業

事 業 費

費　［

14工 事 △4,

単

711

出

位：千円］

請 負 費

　

21補 償 、 △14,942

２

補填及び
賠 償 金

款

補 正 予 算 額 

　

の 財 源 内 訳 節
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３　

土

説   

〔仮換地測量事業〕 △3,058
・街区画地確定等事業

1

地

2 委託料  〈特定財源〉
   街区画地出来形確認測量委託料  そ　△3,058千円　一般会計繰入金

　補正後14,519,000円－補正前1

区

7,577,000円

 補正後14,300,000円－補正前17,358,000円

画

〔道路・排水路等整備事業〕 △4,7

 

11

明

14 工事請負費  〈特定財源〉
   道路築造工事費 △3,815  そ　△4,711

整

千円　一般会計繰入金
   整地等工事費 △1,746 補正後83,841,000円－補正前88,552,000円
   排水路築造工事費 2,0

理

57
   区画線設置工事費 △1,207  道路築造工事費

 　補正後74,279,000円－補正前78,094,000円

事

 整地等工事費
 　補正後9,462,000円－補正前11,208,000円
 排水路築造工事費
 　補正後6,

業

638,000円－補正前4,581,000円
 区画線設置工事費
 　補正後3,46

事

2,000円－補正前

 

4,669,000円

費

〔物件移転等補償事業〕 △14,942
21 補償、補填及び賠償金  〈特定財源〉

  地下埋設物等移転補償費 △2,771  

 

そ　△14,942千

業

円　一般会計繰入金

備 

   損失補償金 △12,171 　　補正後21,753,000円－補正前36,695,000

歳

１

円

 地下埋設物等移転補償費
補正後21,753,000円－補正前24,524,000円

 

項

考

 損失補償金
 　補正後0円－補正前12,171,000円

　土地区画整理事

〔計画

業

策定事業〕 △825

費 ２－１－１　土

12 委託料

地

★★★★★　政策的事

区

業　★★★★★

画整理事業費　［単

出

位

   

：

換地計画等策定委託料

千円］　　

 以下、全て政策的事業

 〈特定財源〉

２

 そ　△825千円　一般会計繰入金

款

補正後18,029,000円－補正前18,854,000円

  補正後17,655,000円－補正前18,480,000円

 繰越明許費
 　17,655千円
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令和５年議案第１７号    

令和４年度江南市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 令和４年度江南市の介護保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 75千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 8,278,246千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和５年２月２２日提出  

 江南市長  澤田 和延 
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出

367,555

予

2 国 庫 補 助 金

算

432,894 432

補

,894

正

3 支 払 基 金

歳

交 付 金 2,131,0

　

36 2,131,03

入

6

1 支 払 基 金 交 付 金 2,131,036 2,131,036

4 県 支 出 金 1,146,815 1,146,815

1 県 負 担 金 1,076,953 1

款

,076,953

項

6

補

繰 入 金 1,281,2

正

77 △75 1,281

第

前

,202

の

1 一 般 会 計 繰 入 金 1

額

,183,526 △7

補

5 1,183,451

　

2 基 金

正

繰 入 金 97,751 9

　

7,751

額

歳　　入　　合　　

計

計 8,278,321

千

△75 8,278,2

１

円

46

千円 千円

表

2 国 庫 支 出 金 1,

　

800,449 1,8

歳

00,449

入

1 国 庫 負 担 金 1

歳

,367,555 1,
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歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 総 務 費 85,658 △75 85,583

2 介護認定審査会費 70,384 △75 70,309

2 保 険 給 付 費 7,521,567 7,521,567

3 そ の 他 諸 費 4,071 68 4,139

4 高額介護サービス等費 230,524 △68 230,456

歳　　出　　合　　計 8,278,321 △75 8,278,246
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449 1,800,449

3 支

款

払 基 金 交 付 金 2,13

補

1,036 2,131

正

,036

前

4 県 支 出 金 1,146

の

,815 1,146,

予

815

6

算

繰 入 金 1,281,2

額

77 △75 1,281

補

,202

正

歳 入 合 計 8,278

予

,321 △75 8,2

算

78,246

額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

2 国 庫 支 出 金 1,800,

85,658 △75 85,583

2 保 険 給 付 費 7,521,567 7,521,567

歳 出 合 計 8,278,321 △75

（歳 

8,278,246

 出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

1 総 務 費
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△75

△75

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

4 △75 85,539
入金

2 基金繰入金 97,751 97,751

1 基金繰入金 97,751 97,751

計 8,278,321 △75 8,278,246

２款  国庫支出金２款  国庫支出金 ３款  支払基金交付金２款  国庫支出金 ３款  支払基金交付金 ４款  県支出金
６款  繰入金

2 国庫支出金 1,800,449 1,800,449

1 国庫負担金 1,367,555

 

1,367,555

1 介護給付費負担金 1,367,555

科

1,367,555

   

歳

2 国庫補助金 4

 

32,894 432,

目

894

補  

1 調整交

正

付金 282,559 2

 

82,559

 

 

前  の

3 支払基金交付金 2,

補

131,036 2,1

 

31,036

1 支払基金交付金 2,131,036 2,131,036

   

1 介

正

護給付費交付金 2,030,823 2,03

計

0,823

4 県支出金 1,146,815 1,146,815

1 県負担金 1,076,953 1,076,953

 

1 介護給付費負担金 1,076,953 1,076,953

款 項 目 予

入

 

6 繰入金 1,281,277 △75 1,281,202

 算  

1 一般会計繰入金 1,183,526 △75

 

1,183,451

額 予  

1 介護給付費繰入金 940,195 94

 

0,195

算   

5 その他

 

一般会計繰 85,61
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区

1事 務 費 △75 事務費

　

繰入金
繰 入 金

　分 金 額

［単位

1基 金

：千

繰 入 金

円］　　

1現 年 度 分

1現 年 度 分

節

1現 年 度 分

説 明

1現 年 度 分

1現 年 度 分
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令和５年議案第１８号    

令和４年度江南市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 令和４年度江南市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 47,227千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 1,585,963千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長 澤田 和延 
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出

医療保険料 1,255

予

,733 47,227

算

1,302,960

補

歳　　入　

正

　合　　計 1,538

歳

,736 47,227

　

1,585,963

入

款 項 補正

第

前の額 補　正　額 計

千

１

円 千円 千円

表

1 後期高齢者医療

　

保険料 1,255,7

歳

33 47,227 1,

入

302,960

歳

1 後期高齢者
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歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 後 期 高 齢 者 医 療 1,530,348 47,227 1,577,575
広 域 連 合 納 付 金

1 後 期 高 齢 者 医 療 1,530,348 47,227 1,577,575
  広 域 連 合 納 付 金

歳　　出　　合　　計 1,538,736 47,227 1,585,963
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733 47,227 1,302,960
医 療

款

保 険 料

補

歳 入 合 計 1,538,

正

736 47,227 1

前

,585,963

の予算額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

後 期 高 齢 者
1 1,255,

1,530,348 47,227 1,577,575
2
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

歳 出 合 計 1,538,736 47,227 1,585,963

（歳  出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円
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47,227

47,227

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

1 後期高齢者医療保険料 1,255,733 47,227 1,302,960

1 後期高

 

齢者医療保険 1,255,733 47,227 1,302,960
料

科

2 普通徴収保

 

険料 664,257 47,227 711,484

歳

   目 補  正 

計 1,538,73

 

6 47,227 1,5

 

前

85,963

１款  

 

後期高齢者医療保険料

 の 補          正

計

  

款 項 目 予

入

    算    額 予    算    
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区　　　分 金　　　額

［単位：千円］　　

1現 年 度 分 47,227 現年度分普通徴収保険料
普 通 徴 収
保 険 料

節

説 　　　　　　　　　　　　　　　明
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３　

後

 算 額 の 財 源

期

 内 訳 節

高齢者医

補正前の 補     

療

 正
特定財源

目 計
予 

広

算 額 予  算  額

域

一般財源 区  分 金 

連

 額

歳

合納付

国  県

金

地方債 その他
支出金

　１項

 1 後

　

期 1,530,348

後

47,227 1,57

期

7,575 47,22

　

高

7 18負担金、 47,

齢

227 〔後期高齢者医

者

療支援事業〕 47,2

医

27

療広域

高 齢 者

連合納

補助及び

　

付金 ２

・広域連合

－

納付事業

１－１

医 療 広

　後期

交 付 金

出

高齢者医療広域

域 連 合

連合納
　

付金　［単位：千

納 付

円

金

］
２

計 1,530,348 47,227 1,577,575 47,22

款

7

　

補 正 予
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３　

後期

説    

高

          

齢

          

者

         明

医療広域連

事       

歳

合

        業 備

納

          

付

     考

金
　１項　後期

　

高齢

〔後期高齢者医

者

療支援事業〕 47,2

医

27

療広域連合納

　

付金 ２

・広域連合

－

納付事業

１－１　後期

出

高齢

18 負担金、補

者

助及び交付金  〈特定

医

財源〉

療広域連合納
　

付

  

金

 愛知県後期高齢者医

　

療広域連合納  そ　4

［

7,227千円　後期

単

高齢者医療保険料

位：千円］

   付金

２
　

 　　補正後1,30

　

2,960,000円－補正前1,255,733,000円

款　
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令和５年議案第１９号

第１条　令和４年度江南市水道事業会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　令和４年度江南市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

　収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（計）

 第１款  水道事業収益 1,688,122 千円 940 千円 1,689,062 千円

 第１項  営　業　収　益 1,374,633 千円 1,826 千円 1,376,459 千円

 第２項   営 業 外 収 益 313,487 千円 △ 886 千円 312,601 千円

 第１款   水道事業費用 1,368,394 千円 12,489 千円 1,380,883 千円

 第１項   営　業　費　用 1,346,919 千円 12,489 千円 1,359,408 千円

（他会計からの補助金の補正）

第３条　予算第９条本文中「147,160千円」を「145,287千円」に改める。

江南市長　　澤田　和延 

　　（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額）

令和４年度江南市水道事業会計補正予算（第７号）

（総則）

収 入　　

支　　　　出　　

令和５年２月２２日提出
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　令和４年度江南市水道事業会計補正予算実施計画

 収　益　的　収　入　及　び　支　出
収　　　入

[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 水道事業
収 益

1,688,122 940 1,689,062

1 営 業 収 益 1,374,633 1,826 1,376,459

1 給 水 収 益 1,306,886 1,826 1,308,712

2 営業外収益 313,487 △ 886 312,601

2 他 会 計 補 助 金 146,884 △ 1,873 145,011

4
消費税及び地方消費税
還 付 金

30,162 987 31,149

支　　　出
[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1,368,394 12,489 1,380,883

1 営 業 費 用 1,346,919 12,489 1,359,408

1 原 水 及 び 浄 水 費 555,609 12,702 568,311

4 業 務 費 114,581 △ 213 114,368

款 項 目

1 水道事業
費 用

目款 項

- 200 -



[単位：千円]
１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 221,860

減価償却費 468,754

固定資産除却費 22,600

引当金の増減額（△は減少） △ 2,056

長期前受金戻入額 △ 129,440

受取利息及び受取配当金 △ 7

支払利息 20,173

未収金の増減額（△は増加） △ 29,162

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 2,234

未払金の増減額（△は減少） 9,736

小計 580,224

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △ 20,173

業務活動によるキャッシュ・フロー 560,058

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 751,349

有形固定資産の売却による収入 2

分担金及び負担金による収入 154,788

補助金等による収入 66,526

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 530,033

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 150,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 109,773

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,227

資金増加額（又は減少額） 70,252

資金期首残高 1,087,556

資金期末残高 1,157,808

令和４年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)
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[単位：千円]

１ 　固　定　資　産

(1)有形固定資産

イ 土地 240,387

ロ 建物 358,856

減価償却累計額 △ 184,310 174,546

ハ 構築物 20,726,027

減価償却累計額 △ 10,358,992 10,367,035

ニ 機械及び装置 2,203,087

減価償却累計額 △ 1,438,741 764,346

ホ 車両運搬具 12,295

減価償却累計額 △ 11,170 1,125

ヘ 工具器具及び備品 10,294

減価償却累計額 △ 9,539 755

ト 建設仮勘定 88,030

有形固定資産合計 11,636,224

(2)無形固定資産

電話加入権 1,392

無形固定資産合計 1,392

固定資産合計 11,637,616

２ 　流　動　資　産

(1)現金預金 1,157,808

(2)未収金 315,076

貸倒引当金 △ 500 314,576

(3)貯蔵品 1,508

流動資産合計 1,473,892

資産合計 13,111,508

令 和 ４ 年 度 江 南 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和５年３月３１日)

資 産 の 部
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３ 　固　定　負　債

企業債

1,495,069

1,495,069

固定負債合計 1,495,069

４ 　流　動　負　債

(1)企業債

102,175

102,175

(2)未払金 501,488

(3)引当金

賞与引当金 9,070

引当金合計 9,070

(4)預り金 1,697

(5)その他流動負債 2,000

流動負債合計 616,430

５ 　繰　延　収　益

長期前受金 6,353,151

長期前受金収益化累計額 △ 2,955,891

繰延収益合計 3,397,260

負債合計 5,508,759

６ 　資　本　金

イ 固有資本金 19,946

ロ 出資金 1,182,247

ハ 組入資本金 5,395,612

資本金合計 6,597,805

７ 　剰　余　金

(1)資本剰余金

イ 負担金 196,744

ロ 受贈財産評価額 50,749

ハ 分担金 110,793

資本剰余金合計 358,286

(2)利益剰余金

当年度未処分利益剰余金 646,658

利益剰余金合計 646,658

剰余金合計 1,004,944

資本合計 7,602,749

負債資本合計 13,111,508

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

資 本 の 部

負 債 の 部

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計
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　収　　入
１款　　水道事業収益

款 項 目 金 額

1　水道事業収益 1,688,122 940 1,689,062

1　営業収益 1,374,633 1,826 1,376,459

1　給水収益 1,306,886 1,826 1,308,712 1 水 道 料 金 1,826

2　営業外収益 313,487 △ 886 312,601

2　他会計補助金 146,884 △ 1,873 145,011 1 他会計補助金 △ 1,873

4　消費税及び 30,162 987 31,149 1 消 費 税 及 び 987

 地方消費税還付金 地 方 消 費 税

還 付 金

令和４年度江南市水道事業会計補正予算事項別明細書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

科 目
補 正前 の額 補 正 額 計

節

区 分
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水道料金

一般会計補助金

水道料金減額協力金

消費税及び地方消費税還付金

説  明

[単位：千円]
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　支　　出
１款　　水道事業費用

款 項 目 金 額

1　水道事業費用 1,368,394 12,489 1,380,883

1　営業費用 1,346,919 12,489 1,359,408

1　原水及び浄水費 555,609 12,702 568,311 25 動 力 費 12,702

4　業務費 114,581 △ 213 114,368 17 委 託 料 △ 213

6　減価償却費 468,754 468,754 38 有形固定資産

減 価 償 却 費

科 目

区 分

節
補 正前 の額 補 正 額 計
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１－１－１　原水及び浄水費

〔施設維持管理事業〕 12,702

・取水・配水施設維持管理事業

動力費 補正後87,000,000円－補正前74,298,000円

下般若系電力料 2,539

後飛保系電力料 7,669

その他水源電力料 2,494

〔水道料金賦課等事業〕 △ 213

・水道料金等取扱業務委託事業

委託料

上下水道料金システム改修委託料 〈特定財源〉

そ　　△213千円　一般会計補助金

　　補正後1,831,000円－補正前2,044,000円

補正後1,831,000円－補正前2,044,000円

〔企業会計管理事業〕

・ 減価償却費管理事業 （財源更正）

〈特定財源〉

そ　△1,660千円　一般会計補助金

　　補正後142,400,000円－補正前144,060,000円

[単位：千円]

17

事　　 　　業 備　　 　　考

25

説  明
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令和５年議案第２０号

第１条　令和４年度江南市下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

千円

     第１項 千円 千円

     第２項 千円 千円

千円

     第１項 千円 千円

     第２項 千円 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第３条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額268,336千円」

　を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額264,657千円」に、「当年度分消費税及び

　地方消費税資本的収支調整額3,353千円、当年度分損益勘定留保資金238,619千円」を「当年度

　分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,403千円、当年度分損益勘定留保資金234,890千円」

　に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

   第１款   資本的収入 千円 千円 千円

     第１項 千円 千円 千円

   第１款   資本的支出 千円 千円 千円

     第１項 千円 千円 千円建 設 改 良 費 693,405 △ 43,279 650,126

支　　　　出　　

1,341,854 △ 43,279 1,298,575

企 業 債 704,000 △ 39,600 664,400

　　（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　　　　入　　

1,073,518 △ 39,600 1,033,918

営 業 費 用 998,636 千円 △ 550 998,086

営 業 外 費 用 136,041 千円 △ 860 135,181

第１款   下水道事業費用 1,135,707 千円 △ 1,410 千円 1,134,297

営 業 外 収 益 684,344 千円 △ 7,774 676,570

支　　　　出　　

1,057,428

営 業 収 益 380,924 千円 △ 67 380,857

収　　　　入　　

第１款   下水道事業収益 1,065,269 千円 △ 7,841 千円

令和４年度江南市下水道事業会計補正予算（第４号）

（総則）

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　令和４年度江南市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

　　（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
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（企業債の補正）

第４条　予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。

〔単位：千円〕

（他会計からの補助金の補正）

第５条　予算第９条中「198,542千円」を「193,832千円」に改める。

令和５年２月２２日提出

江南市長　　澤田　和延

391,400 351,800
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

計 704,000 664,400

起債の目的

補 正 前

公 共 下 水 道
事業 (汚水 )

普通貸借

又は

証券発行

4.0％
以内

　借入れの日
から据置期間
を含めて40年
以内償還。た
だし、企業財
政の都合によ
り償還期限を
短縮し、又は
繰上償還もし
くは低利に借
換えすること
ができる。

補 正 後

限度額
起債の
方　法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方　法

利率 償還の方法
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　令和４年度江南市下水道事業会計補正予算実施計画

 収　益　的　収　入　及　び　支　出
収　　　入

[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

1,065,269 △ 7,841 1,057,428

1 営 業 収 益 380,924 △ 67 380,857

2 他 会 計 負 担 金 13,365 △ 67 13,298

2 営業外収益 684,344 △ 7,774 676,570

1 他 会 計 負 担 金 216,469 △ 312 216,157

2 他 会 計 補 助 金 198,286 △ 4,710 193,576

5
消費税及び地方消費税
還 付 金

36,635 △ 2,752 33,883

支　　　出
[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

1,135,707 △ 1,410 1,134,297

1 営 業 費 用 998,636 △ 550 998,086

1 汚 水 管 き ょ 費 18,861 △ 550 18,311

6 減 価 償 却 費 580,821 580,821

2 営業外費用 136,041 △ 860 135,181

1
支 払 利 息及 び企 業債
取 扱 諸 費

136,041 △ 860 135,181

1 下 水 道
事業費用

目款 項

款 項 目

1 下 水 道
事業収益
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 資　本　的　収　入　及　び　支　出
収　　　入

[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

1,073,518 △ 39,600 1,033,918

1 企 業 債 704,000 △ 39,600 664,400

1 企 業 債 704,000 △ 39,600 664,400

支　　　出
[単位：千円] 

補 正 前 の 額 補　正　額 計

1,341,854 △ 43,279 1,298,575

1 建設改良費 693,405 △ 43,279 650,126

1 汚 水 管 き ょ 整 備 費 645,565 △ 43,279 602,286

1 資 本 的
収 入

款 項 目

款 項 目

1 資 本 的
支 出
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[単位：千円]
１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失） △ 114,808

減価償却費 580,821

引当金の増減額（△は減少） △ 55

長期前受金戻入額 △ 228,548

支払利息 135,181

未収金の増減額（△は増加） △ 10,828

未払金の増減額（△は減少） △ 444

小計 361,319

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △ 135,181

業務活動によるキャッシュ・フロー 226,138

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出 △ 37,368

補助金等による収入 208,205

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 734,048

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 664,400

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 647,449

他会計からの出資による収入 140,252

財務活動によるキャッシュ・フロー 157,203

資金増加額（又は減少額） △ 350,707

資金期首残高 513,309

資金期末残高 162,602

令和４年度江南市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

△ 904,885

- 214 -



1

- 215 -



[単位：千円]

１ 　固　定　資　産

(1)有形固定資産

イ 構築物 19,956,636

減価償却累計額 △ 1,470,575 18,486,061

ロ 機械及び装置 230,454

減価償却累計額 △ 32,404 198,050

ハ 車両運搬具 1,036

減価償却累計額 △ 808 228

ニ 工具器具及び備品 311

減価償却累計額 △ 226 85

ホ 建設仮勘定 119,095

有形固定資産合計 18,803,519

(2)無形固定資産

施設利用権 1,747,290

無形固定資産合計 1,747,290

(3)投資その他資産

イ 出資金 563

投資その他資産合計 563

 固定資産合計 20,551,372

２ 　流　動　資　産

(1)現金預金 162,602

(2)未収金 91,944

貸倒引当金 △ 553 91,391

流動資産合計 253,993

資産合計 20,805,365

令 和 ４ 年 度 江 南 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和５年３月３１日)

資 産 の 部

- 216 -



３ 　固　定　負　債

企業債

10,357,160

10,357,160

固定負債合計 10,357,160

４ 　流　動　負　債

(1)企業債

681,122

681,122

(2)未払金 74,251

(3)引当金

賞与引当金 7,001

引当金合計 7,001

(4)その他流動負債 383

流動負債合計 762,757

５ 　繰　延　収　益

長期前受金 7,950,656

長期前受金収益化累計額 △ 683,941

繰延収益合計 7,266,715

負債合計 18,386,632

６ 　資　本　金

イ 固有資本金 2,156,456

ロ 繰入資本金 421,687

資本金合計 2,578,143

７ 　剰　余　金

(1)利益剰余金（△は欠損金）

当年度未処分利益剰余金 △ 159,410

利益剰余金合計 △ 159,410

剰余金合計 △ 159,410

資本合計 2,418,733

負債資本合計 20,805,365

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

資 本 の 部

負 債 の 部

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計
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　収　　入
１款　　下水道事業収益

款 項 目 金　　額

1　下水道事業収益 1,065,269 △ 7,841 1,057,428

1　営業収益 380,924 △ 67 380,857

2　他会計負担金 13,365 △ 67 13,298 1 他会計負担金 △ 67

2　営業外収益 684,344 △ 7,774 676,570

1　他会計負担金 216,469 △ 312 216,157 1 他会計負担金 △ 312

2　他会計補助金 198,286 △ 4,710 193,576 1 他会計補助金 △ 4,710

5　消費税及び 36,635 △ 2,752 33,883 1 消 費 税 及 び △ 2,752

    地方消費税 地 方 消 費 税

    還付金 還 付 金

科　 　目
補正前の額 補　正　額 計

節

区　 　分

令和４年度江南市下水道事業会計補正予算事項別明細書
収 益 的 収 入 及 び 支 出
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雨水処理負担金

一般会計負担金

消費税及び地方消費税還付金

一般会計補助金

[単位：千円]

説  　    明
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　支　　出
１款　　下水道事業費用

款 項 目 金　　額

1　下水道事業費用 1,135,707 △ 1,410 1,134,297

1　営業費用 998,636 △ 550 998,086

1　汚水管きょ費 18,861 △ 550 18,311 17 委 託 料 △ 550

6　減価償却費 580,821 580,821

2　営業外費用 136,041 △ 860 135,181

1　支払利息及び 136,041 △ 860 135,181 50 企 業 債 利 息 △ 860

0　企業債取扱諸費

区　 　分
計

科　 　目
補正前の額 補　正　額

節
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１－１－１　汚水管きょ費

〔下水道台帳整備事業〕 △ 550

委託料 補正後4,840,000円－補正前5,390,000円

下水道台帳加除委託料

〔下水道経営事業〕

・ 企業会計経理事務 （財源更正）

〈特定財源〉

そ　△4,710千円   一般会計補助金

 補正後193,192,000円－補正前197,902,000円

〔下水道経営事業〕 △ 860

・ 企業債償還（利息）事業

企業債利息 〈特定財源〉

そ　0△67千円   雨水処理負担金

　 補正後316,000円－補正前383,000円

そ　△312千円   一般会計負担金

 補正後56,708,000円－補正前57,020,000円

補正後135,175,000円－補正前136,035,000円

★★★★★　政策的事業 （戦略プロジェクト） ★★★★★

説  　    明

備　 　考

17

[単位：千円]

以下、政策的事業 （戦略プロジェクト）

50

事　 　業
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　収　　入
１款　　資本的収入

款 項 目 金　　額

1　資本的収入 1,073,518 △ 39,600 1,033,918

1　企業債 704,000 △ 39,600 664,400

1　企業債 704,000 △ 39,600 664,400 1 建設改良費の △ 39,600

為 の 企 業 債

資 本 的 収 入 及 び 支 出

区　 　分

科　 　目
補正前の額 補　正　額

節
計
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公共下水道事業債（汚水）

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

[単位：千円]
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　支　　出
１款　　資本的支出

款 項 目 金　　額

1　資本的支出 1,341,854 △ 43,279  1,298,575

1　建設改良費 693,405 △ 43,279 650,126

1　汚水管きょ整備費 645,565 △ 43,279 602,286 17 委 託 料 △ 27,974

27 材 料 費 △ 1,245

28 補 償 金 △ 14,060

計
科　　　　　　　　目

補正前の額 補　正　額
区　　　分

節
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１－１－１　汚水管きょ整備費

〔下水道事業計画策定等事業〕 △ 1,047

・ 下水道事業計画改定事業

委託料 〈特定財源〉

事業計画変更委託料（社会資本整備 国　550千円

総合交付金事業） 　　補正後10,700,000円×1/2－補正前9,600,000円×1/2

補正後13,979,000円－補正前15,026,000円

〔公共補償事業〕 △ 14,060

補償金 〈特定財源〉

地下埋設物等移転補償費（社会資本 △ 7,686 国　00,△500千円

整備総合交付金事業） 　　補正後5,300,000円×1/2－補正前6,300,000円×1/2

地下埋設物等移転補償費（単市事 △ 6,374 地　△12,800千円

業） 　　［社会資本整備総合交付金事業（下水道事業）］

　　　 補正後（5,300,000円－2,650,000円）×90％

　　－補正前（6,300,000円－3,150,000円）×90％

　　［単市事業］

　　　 補正後（17,357,000円－5,300,000円）×95％

　　－補正前（31,417,000円－6,300,000円）×95％

地下埋設物等移転補償費

　 補正後8,235,000円－補正前15,921,000円

地下埋設物等移転補償費

　 補正後9,122,000円－補正前15,496,000円

〔実施設計測量委託事業〕 △ 26,927

委託料 〈特定財源〉

測量設計委託料（社会資本整備総合 国　△12,750千円

交付金事業） 　　補正後45,000,000円×1/2－補正前70,500,000円×1/2

地　△12,900千円

　　［社会資本整備総合交付金事業（下水道事業）］

　　　 補正後（45,000,000円－22,500,000円）×90％

　　－補正前（70,500,000円－35,250,000円）×90％

　　［単市事業］

　　　 補正後（104,226,000円－45,000,000円）×95％

　　－補正前（131,153,000円－70,500,000円）×95％

補正後104,226,000円－補正前131,153,000円

備　　　　　　　　　　考

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

事　　　　　　　　　　業

[単位：千円]

28

17

★★★★★　政策的事業 （戦略プロジェクト） ★★★★★

以下、政策的事業 （戦略プロジェクト）

17
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　支　　出

１款　　資本的支出

款 項 目 金　　額

科　 　目
補正前の額 補　正　額 計

節

区　 　分
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１－１－１　汚水管きょ整備費

〔管きょ布設事業〕 △ 1,245

材料費 〈特定財源〉

工事用資材（社会資本整備総合交付 国　△12,700千円

金事業） 　　補正後258,600,000円×1/2－補正前233,200,000円×1/2

地　△13,900千円

　［社会資本整備総合交付金事業（下水道事業）］

　　 補正後（258,600,000円－129,300,000円）×90％

　－補正前（233,200,000円－116,600,000円）×90％

　［単市事業］

　　 補正後（420,425,000円－275,600,000円）×95％

　－補正前（421,670,000円－250,200,000円）×95％

補正後3,735,000円－補正前4,980,000円

27

備　 　考

[単位：千円]

説  　    明

事　 　業
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令和５年議案第 ２１号 

令和５年度江南市一般会計予算 

令和５年度江南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 29,436,155 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第１項の規定による継続費の

経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､

2,000,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費

（報酬に係る期末手当及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和５年議案第 ２２号 

令和５年度江南市国民健康保険特別会計予算 

 令和５年度江南市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,798,401千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和５年議案第 ２３号 

令和５年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算 

 令和５年度江南市の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,426千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和５年議案第 ２４号 

令和５年度江南市介護保険特別会計予算 

 令和５年度江南市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,483,710千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和５年議案第 ２５号 

令和５年度江南市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和５年度江南市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,681,901千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

令和５年２月２２日提出 

江南市長  澤田 和延 
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令和５年議案第　　２６号

   （総則）           第１項

第１条   令和５年度江南市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。           第２項

   （業務の予定量）           第３項

第２条   業務の予定量は、次のとおりとする。           第４項

（１） 給水人口 93,800 人           第５項

（２） 年間給水量 9,470,000 立方メートル

（３） 一日平均給水量 25,945 立方メートル

（４） 主要な建設改良事業 629,600 千円           第１項

   （収益的収入及び支出）           第２項

第３条   収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。           第３項

 第１款   水 道 事 業 収 益 1,677,813 千円

第１項 1,537,905 千円

第２項 139,906 千円

第３項 2 千円

 第１款   水 道 事 業 費 用 1,413,235 千円

第１項 1,376,556 千円

第２項 35,378 千円

第３項 301 千円

第４項 1,000 千円

   （資本的収入及び支出）

営 業 外 費 用

特 別 損 失

支出額に対し不足する額 544,147千円は、過年度分損益勘定留保資金 362,551

千円、減債積立金9,000千円、建設改良積立金122,000千円、当年度分消費税及び

予 備 費

営 業 外 収 益

特 別 利 益

支　　　　出　　

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

 地方消費税資本的収支調整額 50,596千円で補てんするものとする。）。

営 業 費 用

収　　　　入　　

営 業 収 益

令和５年度江南市水道事業会計予算
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   第１款   資　本　的　収　入 千円

          第１項 千円

          第２項 千円

          第３項 千円

          第４項 千円

          第５項 千円

   第１款   資　本　的　支　出 千円

          第１項 千円

          第２項 千円

          第３項 千円

限 度 額

427,691

   （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条   予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。     

   予定支出の各項の経費及び各項間の経費

[単位：千円]

第５条   債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

企 業 債

負 担 金

分 担 金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

32,558

75,000

   （債務負担行為）

固 定 資 産 売 却 代 金

第６条   起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

[単位：千円]

起債の方法起 債 の 目 的 利 率 償 還 の 方 法限 度 額

1

普通貸借

又は

証券発行

4.0％以内

借入れの日から据置期間
を含めて40年以内償還。た
だし、企業財政の都合によ
り償還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

150,000基 幹 管 路 更 新 事 業

   （企業債）

765,366

102,176

2,000

期 間事 項

水 道 料 金 等 取 扱 業 務 委 託 料 令和５年度～令和１０年度

収　　　　入　　

支　　　　出　　

予 備 費

補 助 金 67,836

325,395

150,000

869,542

- 234 -



   （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条   次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

 ない。

 職  員  給  与  費 123,908 千円 

（たな卸資産購入限度額）

第９条   たな卸資産の購入限度額は、10,591千円と定める。

 令和５年２月２２日提出

江南市長　　　　澤田　和延  
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令和５年議案第２７号

   （総則）           第１項

第１条   令和５年度江南市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。           第２項

   （業務の予定量）           第３項

第２条   業務の予定量は、次のとおりとする。           第４項

（１） 排水戸数 14,300 戸           第５項

（２） 年間排水量 3,483,000 立方メートル

（３） 一日平均排水量 9,516 立方メートル

（４） 主要な建設改良事業 1,122,162 千円           第１項

   （収益的収入及び支出）           第２項

第３条   収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。           第３項

 第１款   下 水 道 事 業 収 益 1,175,728 千円

第１項 507,980 千円

第２項 667,523 千円

第３項 225 千円

 第１款   下 水 道 事 業 費 用 1,229,129 千円

第１項 1,095,565 千円

第２項 132,030 千円

第３項 534 千円

第４項 1,000 千円

   （資本的収入及び支出）

収　　　　入　　

 度分損益勘定留保資金210,959千円で補てんするものとする。）。

 出額に対し不足する額 255,330千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

 整額35,294千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,077千円、当年

営 業 収 益

営 業 外 収 益

予 備 費

支　　　　出　　

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 利 益

第４条   資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

特 別 損 失

令和５年度江南市下水道事業会計予算
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 第１款   資　本　的　収　入 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

第４項 千円

第５項 千円

 第１款   資　本　的　支　出 千円

第１項 千円

第２項 千円

第３項 千円

   （一時借入金）

第６条   一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。 

   （予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条   予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

   （企業債）

普通貸借

又は

証券発行

[単位：千円]

起 債 の 目 的 限 度 額

公 共 下 水 道 事 業 （ 汚 水 ） 542,600

償 還 の 方 法起債の方法 利 率

流 域 下 水 道 事 業

4.0％以内

　借入れの日から据置期
間を含めて40年以内償
還。ただし、企業財政の都
合により償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしくは
低利に借換えすることがで
きる。

計 1,223,400

資 本 費 平 準 化 債 305,800

収　　　　入　　

1,906,040

企 業 債 1,223,400

出 資 金 197,128

負 担 金 28,373

分 担 金 1,089

2,161,370

補 助 金 456,050

支　　　　出　　

建 設 改 良 費 1,479,248

企 業 債 償 還 金 681,122

第５条   起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

37,100

公 共 下 水 道 事 業 （ 雨 水 ） 337,900

予 備 費 1,000
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   （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条   次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

 ない。

 職  員  給  与  費 93,402 千円

   （他会計からの補助金）

 令和５年２月２２日提出

江南市長　　　　澤田　和延  

第９条   下水道事業安定のため、江南市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

 112,324千円である。
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